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報告第３号  

 

 

損害賠償の額の決定について  

 

損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条第１項の規定により、下記のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により

これを報告する。  

 

令和４年６月７日提出  

 

飛騨市長  都 竹  淳 也  

 

記  

１  

項  目  内  容  

発生日時・場所  

令和４年２月１８日 午前７時４５分頃  

飛騨市古川町寺地地内 八幡神社付近  

事故の概要  

運行委託先事業者職員が運転するスクールバスが、古

川西小学校児童送迎のため古川町寺地地内八幡神社付近

で転回し県道４７９号へ侵入したところ、同県道を西側

から走行してきた車両があり停止しようとしたが、積雪

によりスリップしたため、相手方車両に接触し、相手方

車両助手席側ドアミラー付近を損傷させた。  

相手方  

飛騨市古川町――――――――  

―――――  

相手方損害額  

市の過失割合  

１８９，１５５円  

８０％  

損害賠償金  １５１，３２４円  

 内  

訳  

保険金  １５１，３２４円  

一般財源  ０円  

専決年月日  令和４年３月３１日 専決第２号  
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２  

項  目  内  容  

発生日時・場所  

令和４年１月２１日 午後０時３０分頃  

飛騨市神岡町――――――――  

事故の概要  

神岡町釜崎地内市道上村線沿線において、融雪に伴い

市道の路側擁壁小段から雪塊が落下し、擁壁の下方にあ

った民家に当たりガラス戸を損傷させた。  

相手方  

飛騨市神岡町――――――――  

―――――  

相手方損害額  

市の過失割合  

８２，５００円  

１００％  

損害賠償金  ８２，５００円  

 内  

訳  

保険金  ８２，５００円  

一般財源  ０円  

専決年月日  令和４年５月１６日 専決第６号  

 

 


